別記（第4条関係）

特記仕様書等における記載例
（不当介入に対する報告・通報等）
1　乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、甲への報告及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者への通報（以下「報告・通報」という。）を行わなければならない。また、下請負人等に対し、暴力団等から不当要求を受けた場合は速やかに報告・通報並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2　前項の場合において、報告・通報に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。
ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3　乙は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4　甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、町の契約から排除する措置を講ずることがある。
備考　下請負人等が存在しない場合等については、契約の種類に応じて不要な箇所を
削除し、適切な表現にすること。
